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【年通号数】公開・登録公報2009-026
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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月25日(2010.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
柄と、
前記柄の一端に導体によって形成されたローラと、
生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と、を備える美肌ローラ。
【請求項２】
導体によって形成されたローラと、
前記ローラを支持する把持部と、
生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と、を備える美肌ローラ。
【請求項３】
前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の美
肌ローラ。
【請求項４】
前記ローラが金属の酸化物によって形成されていることを特徴とする、請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の美肌ローラ。
【請求項５】
前記金属が、
プラチナ、チタン、ゲルマニウム、ステンレス
から１種類以上選ばれることを特徴とする、請求項３又は請求項４に記載の美肌ローラ。
【請求項６】
前記ローラが光触媒を含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の美
肌ローラ。
【請求項７】
前記光触媒が酸化チタンであることを特徴とする、請求項６に記載の美肌ローラ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
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　この目的を達成するために請求項１に係る発明は、柄と、前記柄の一端に導体によって
形成されたローラと、生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と、を備える美
肌ローラであることを特徴とする。
　また、請求項２に係る発明は、導体によって形成されたローラと、前記ローラを支持す
る把持部と、生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と、を備える美肌ローラ
であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項３に係る発明は、前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする。
　請求項４に係る発明は、前記ローラが金属の酸化物によって形成されていることを特徴
とする。
　請求項５に係る発明は、前記金属が、プラチナ、チタン、ゲルマニウム、ステンレスか
ら１種類以上選ばれることを特徴とする。
　請求項６に係る発明は、前記ローラが光触媒を含むことを特徴とする。
　請求項７に係る発明は、前記光触媒が酸化チタンであることを特徴とする。
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